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朝食欠食率や野菜摂取量は第２次沖縄県食育推進計画（以下「第 2次計画」という。）策

定時と比較して改善が見られないなど、依然として生活習慣病の予防及び改善につながる

食生活の実践の面で課題が見受けられます。 

 また、核家族やひとり親世帯の増加による子どもの貧困や、ライフスタイルの多様化な

どを背景として、伝統的な食文化が失われつつあることなど新たな課題があります。 

 本県の特性を生かした食育を、総合的かつ計画的に一層推進するための新たな指針とし

て、「第３次沖縄県食育推進計画～食育おきなわ うまんちゅ（万人）プラン～」（以下「本

計画」という。）を策定しました。 

 

 

 

本計画は、第２次計画に引き続き食育基本法（平成 17 年７月 15 日施行）第 17 条で

規定する都道府県食育推進計画に位置づけます。 

本県の食育に関する各種関連計画との連携を図り、地域の特性に応じた食育の取組が推

進されるための計画とします。 

 

 

 

本計画の期間は、平成 30年度から平成 34年度までの５年間です。 

 

 

 

「食育基本法」のなかで、食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の

基礎となるべきものと位置づけられており、また、様々な経験を通じて「食」に関する知

識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す

ることができる人間を育てることであるとされています。 

本県が進める食育は、県民が生涯にわたって健全な心身を

培い、豊かな人間性を育むことができるよう、県民一人ひと

りが食の大切さを理解し、食に関する知識と選択力を習得し、

健全な食生活を実践することができるような施策を策定す

るとともに、国、県、市町村、ボランティア団体、県民がそ

れぞれの役割を十分認識しながら連携して、県民運動として

の食育の推進を目指しています。 

1 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

４ 基本的な考え方 

３ 計画の期間 

図 施策策定の基本的となる事項 
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（１） 肥満者（BMI25以上）の割合が 20歳代から 60歳代の男性で約４割、 

40歳代から 60歳代の女性で約３割となっており全国平均を上回っている。 

 

（２）  メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の 

該当者・予備群は、男性の２人に１人、女性の５人に  

１人を占める。 

 

（３） 糖尿病の有病者・予備群は、男性の５人に１人、女性の１０人に１人を占める。 

 

（４） カロリーベースの食料自給率は、約 30％で推移している。 

自給率が低い要因は、パン食の普及等食生活の大きな変化により、米の消費量が減少する一

方、輸入飼料穀物を使用する畜産物の消費量の増加等によるもの。 

 

（５） 県民の約９割が食育に関心を示している。 

 

 

（６） 主食・主菜・副菜を３つそろえて食べることが１日に２回以上あることが「ほぼ毎日」で 

ある県民の割合が32.9％。全国と比較すると、「ほぼ毎日」である者の割合が半分程度。 

 

（７） 20歳代の朝食欠食率（男性31.0%、女性24.1%）が高い。 

 

（８） 野菜摂取量が少なく、脂肪からのエネルギー摂取割合が高い。 

5 沖縄県の現状 

しかし実践は・・・ 
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（９） 安全な食生活を送るために食品の安全性に関して判断している割合が低い。 

 

（10） 食文化を継承している割合が低い。 

 

（11） 食育推進計画を策定している市町村は 41市町村中９市町。 

策定率は全国最下位。※平成 29年３月末現在 

                                        など                         

 

 

 

 

県では、今後５年間で特に取り組むべき４つの重点課題を設定します。 

 

（１） 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進 

 

（２） 子どもの発達段階に応じた食育の推進 変更 

 

（３） 地産地消等の推進による食育の推進 

 

（４） 食文化の普及・継承による食育の推進 新設 
 

6 重点課題 
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７つの基本施策を設定し、２３の施策を展開 

 

  

基本施策 施策 

7 施策の展開 
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8 目標・指標 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県内に食育実践の輪を広げるためには― 
「食育」は多様で幅広いことが特徴です。そのため多くの主体が必要であり、県民運動として取り組ま

なければなりません。県民一人ひとりがそれぞれの役割を認識し、食育推進の「主体」になることが求め
られます。 
県民一人ひとりが食育に取り組むか否かによって、健康はもとより、次世代の食習慣や将来の食料

自給率、地域経済、地域の活力等様々な事柄に影響を及ぼします。 
これまで、多くの人々が「食」に関わり、知恵が詰まった食文化や農林水産物生産のノウハウ等を残し

てきました。現代に生きる私たちはそうした過去を意識しつつ、将来にどのような「食」を残すかべきかを
考える必要があります。 
県内各地で様々な団体、食品関連事業者、農林漁業者等による食育活動が広がっています。県民

は積極的にそれらの情報を集め参加し、また、食育活動を行う団体等は、積極的に情報を発信すると
ともに他の団体等と連携し、県内に食育実践の輪をさらに広げましょう。 
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〇健康おきなわ２１ホームページ 

「食生活」：食生活の見直しのヒントをお届けします。 

http://www.kenko-okinawa21.jp/070-bunya/shoku/ 

「歯・口腔」：歯・口腔の健康に関する情報をお届けします。 

http://www.kenko-okinawa21.jp/070-bunya/ha/ 

〇おきなわ食材の店 

県産食材を積極的に活用した料理の提供を通して、県産食材の魅力を発信している県内飲食店

を「おきなわ食材の店」として登録、紹介しています。 

http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/ryutsu/hanbai/okinawasyokuzainomise.html 

〇おきなわ green （仮称）  

 農林漁業体験が可能な施設の情報を紹介します。 

http://okinawa.green 

〇おきなわ伝統的農産物データベース 

沖縄の島ヤサイ（伝統的農産物）や島ヤサイを使用したレシピの紹介を行っています。 

http://www.okireci.net/dentou/ 

〇沖縄の伝統的な食文化について  

 沖縄の伝統的な食文化に関する情報を発信します。 

 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/bunka/syokubunka.html 

〇食品表示について（消費者庁ホームページ） 

 食品の安全や衛生等に関する表示について学ぶことができます。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/ 

〇健康や栄養に関する表示の制度について（消費者庁ホームページ） 

 栄養成分表示の活用方法を学ぶことができます。 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/ 

 

食育実践お役立ちサイト 

 

 

第３次沖縄県食育推進計画 検索 

http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kenkotyoju/kenko/sy

oku-puran.html 

■第３次沖縄県食育推進計画～食育おきなわ うまんちゅ（万人）プラン～（概要版）■  

沖縄県保健医療部健康長寿課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

  電話 098-866-2209 FAX 098-866-2289 
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